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１．は じ め に

　国土交通省では、国土利用計画や土地利用基本計画の作成の基礎資料として、あるいは土地政策を適
時適切に実施するために「土地利用現況把握調査」を都道府県の協力をえて毎年実施している。その結
果は「土地白書」等に公開されるとともに、累年データもホームページ上に公表されている。
　しかしその公表データのもっとも古い年次は1963年であり全国値である。地域区分は、圏域別として
わずかに「三大都市圏」と「地方圏」の二分類であり、毎年得られるようになるのは1974年以降となっ
ている。ただし、1965年と1972年はすべての利用区分のデータが、農用地と原野以外の利用区分のデー
タは、全国値と同様に1963年以降毎年得られる。
 いずれにせよ、都道府県別および1962年以前のデータは公表されていない。また、国土利用計画や土
地利用基本計画といった将来計画への活用を狙いとしているため、過去のデータとの整合性については、
国勢調査やGDPのようには考慮されていない。
 そこで本稿では、国土交通省が公表する土地利用現況把握調査の元となる都道府県別の土地利用面積
を同調査の表象土地区分により、できるだけ過去のデータとの整合性に留意しつつ1950年以降の各年値
を推計する。なお1950年を起点とするのは、遡求年の推計のために回帰分析により利用する「日本列島
の環境変化」のデータ年が同年であることによる。

２．利用資料と推計方法

　土地利用現況把握調査の結果は、国土交通省だけでなく各都道府県においても公表されている。そこ
で、各都道府県でホームページ上に公開されているデータ、出版物に記載されたもので国立国会図書館
のデジタルアーカイブから入手できたデータ、各都道府県の担当部局より直接提供していただいたデー
タにより都道府県別の累年データの作成に取り掛かった、しかし、公開の年次は各都道府県の裁量にま
かされており、50年以上データが得られるケースもあれば、１年しか得られないケース、ごく最近しか
データが得られないケースなど、入手できる年次はまちまちであった。幸い、都道府県の担当者からの
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助言のおかげで、国土交通省への情報公開請求によりすべての都道府県について1982年以降の毎年の
データを得ることができた。
　情報公開請求により入手したデータと都道府県で公開されているデータとは本来は同じであるはずで
あるが、実際にはいくつも相違が生じていた。ひとつには、調査対象の定義変更にともない、過去数年
にさかのぼり数値が変更された場合である。この場合には、出版・公開された時点での数値とは当然異
なる。ふたつには、ある土地利用区分の面積を推計するために利用された調査が毎年実施されていない
場合である。たとえば、５年や10年ごとのセンサスを利用している場合、次のセンサスが実施されては
じめてその間の年次の推計数値が確定する。確定までは直近のセンサス値にもとづいて数値が作成され、
新しいセンサスになった時にその新しい数値に基づいて再計算され、過去と不連続となる場合である。
もちろん、過去数年間にわたってデータを公表している場合には、不連続となる理由の注記がなされる
ケース、遡及推計の試みがなされたケースも散見された。
　各都道府県の利用区分ごとに数値を累年でならべ、データに不連続が生じている場合には、上記の相
違の理由などを考慮しつつ、新しい年次からの連続性を重視して今回は推計をおこなった。たとえば、
同一年で２つのデータが得られている場合には、新しい年次の数値の並びから見てつながりがよいと思
われる数値を採用した。
　この方法を採用した結果として、「原野等」の数値については読み取り上の注意が必要である。デー
タがある多くの府県において、原野の数値が大きく減少する不連続がみられる。調査対象、定義の変更
の影響と考えられる。「原野」は、「世界農林業センサス」あるいは「農林業センサス」の「森林以外の
草生地」から林野庁所管分の「森林以外の草生地」を除いた面積として定義されている。森林以外の草
生地の対象が狭められたのが土地利用現況調査において原野の数値が減少した原因のようである。本推
計結果は、過去の原野の調査概念からすると過小推計となっている。
　1950年のベンチマーク年と1982年までの間のデータは、直接数値が得られる場合には上記の調整を
済ませたうえで利用し、それ以外は単純直線補間で求めている。これらの推計結果は表3で示されてお
り、直線補間値は太字で表されている。また、スペースの関係で略記を用いている。地域項目では、全
国合計値を「全」、土地利用現況把握調査で示されている「三大都市圏」を「都」、同じく「地方圏」を

「地」とここでは略記した。都道府県は標準コード番号で示してある。用途についても、最近の土地利
用現況把握調査の土地利用区分にしたがっており、農地を「農」、森林を「森」、「原野等」を「原」、水
面・河川・水路を「水」、道路を「道、「宅地」を「宅」でそれぞれ略記している。各利用区分の定義は、
国土交通省のホームページ上に「国土の利用区分の定義」（https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/
kokudoseisaku_fr3_000033.html）として公開されているので、詳細はそちらに譲ることにする。

３．1950年のベンチマーク年の推計方法（回帰分析）

　推計値を過去に伸ばすために「日本列島の環境変化」のデータと回帰分析をおこなった。同書は、地
図情報のデジタル化、いわゆるGISのメッシュ手法を使って土地利用区分ごとに面積を求めている。土
地利用現況把握調査とは異質なデータ元、集計方法である。都道府県別に示されていることは土地利用
現況把握調査と同様であるが、地図情報をもとにしているため、データを得られる年が極めて少なくそ
の間隔が広い。
　excelアドインの分析ツールによって1985年の「日本列島の環境変化」を説明変数、同年の土地利用
現況把握調査を被説明変数として、都道府県別データの単回帰分析をおこなった。北海道は１つの県と
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しては極めて面積が大きいため、北海道を除いた場合も計算した。
　その結果が、表１および表２にまとめられている。なお、LUISとは「日本列島の環境変化」を示し、
土地利用の名称は原本のそれに対応している。表1をみると、いずれの土地利用項目も両資料間の決定
係数は高い。ただし、北海道を除くと、荒れ地の原野等への決定係数と、水面の水面・河川・水路への
それは低くなっている。特に前者の数値は0.533と低くなっている。表２をみると、ほとんどの係数のp
値が0.000未満となっている。ただ、「都市」面積から「宅地」面積を計算した際の切片のp値が高めとなっ
ているが今回はそのまま利用した。表２の原野等と水面・河川・水路は、北海道を除いた場合の係数を
示している。
　道路を除く1950年の土地利用現況調査ベースの面積を表２で示された係数値を1950年の「日本列島の
環境変化」の数値に1次式の形であてはめ計算した。なお、北海道を除いた2つの項目については、両者
の1985年比を利用して1950年の北海道の値を計算した。それは表2の「北海道」という列項目に記載さ
れている。なお、原野等について1950年の推計値がマイナスとなった場合は、ゼロとした。
ところで、1950年の道路面積については、青陵大学短期大学部研究紀要第48号での推計結果をベンチマー
クとして利用した。途中年の補間については上で述べた他の土地利用項目に準じた。

４．お わ り に

　情報公開請求によって入手した土地利用現況把握調査の都道府県別面積と各都道府県においてこれま
で公開されてきた統計数値をもとに、現在から過去に引き延ばす形で、農地、森林、原野等、水面・河
川・水路、道路の各項目の都道府県別の累年データを作成した。さらに、GISベースの数値との回帰分
析により、公開されてきたもっとも古い年次である1963年よりもさらに遡って1950年まで推計した。
　３節の回帰分析によれば、さまざまな資料から推計されている土地利用現況把握調査の数値と、GIS
の数値が1985年時点ではかなり同じ対象を示していることがわかった。例えば、土地利用現況把握調査
の森林は、国有林と民有林の合計であり、「所有」ベースの数値である。一方、「日本列島の環境変化」
のそれは、広葉樹、針葉樹、混交林、竹林の合計であり、「植生」ベースである。従来、土地台帳にも
とづく所有面積データの精度には疑問を付されることが多かったが、決定係数が１であることをみると、
所有上の森林は文字通り植生上の森林を示しているといえる。空撮や衛星の情報を利用した地域森林計
画の作成が1985年時点で進んでいた可能性が考えられるが、今後はっきりさせていきたい。少なくとも、

表1　自由度補正済決定係数 表2　LUISデータの土地利用現況への1次回帰式の推計結果
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所有上の森林面積の数値の精度を歴史的にさかのぼって考察する際の一里塚となったといえるだろう。
　また、土地利用現況把握調査の宅地とは、住宅地、工場用地、その他の宅地の合計であり、一番割合
が大きい住宅地は、「固定資産の価値等の概要調書」という地方税の課税額を決定するための土地台帳
にもとづいている。それらは、地図上の都市記号で示された部分とおおよそ重なっているといることも
第３節の結果より想定される。p値が若干悪いのは、住宅地に限定しなかったためか、地図情報から「都
市」の面積を求める算出方法に帰するところが大きいのではないかと思われる。
　今回の推計で一番精度が劣ると考えられるのは、原野等である。土地利用現況把握調査においても不
連続になる場合が多く、しかも第３節の回帰分析においても北海道を除いた場合の決定係数は0.5333と
低い。荒れ地には、はげ山のように草木が生えていない箇所が含まれているが、原野とは森林以外の草
生地であり、含まれていない。両者の対象に差異があることが決定係数の低さに影響しているのであろ
う。はげ山は人々が利用できず、災害をもたらす恐れがある一方で、草生地はまぐさ場、茅場などかつ
ての人々の生活になくてはならない存在であったことを考えると、両者を区別できることは望ましいが
現段階の推計値はそれを示すことはできない。原野、荒れ地の変化を明らかにすることは今後の大きな
課題である。
　なお細かい点ではあるが、公表されている1963年までの全国値や圏域別地と、推計値から合算して求
められるそれらの値とを比較して、推計値の補正やデータの差が意味することの考察も将来の課題であ
る。
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表3　都道府県別土地利用面積（平方キロメートル）
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